
 
議事の都合により、日程を変更する場合があります。（予備日 ５月１６日） 
 
５月１１日（木）午前１０時から 議会運営委員会 

平成３０年第１回長久手市議会臨時会会期日程（案） 

（平成３０年５月１５日） 

日 次 月 日 曜日 開議時刻 摘         要 

 

第 1 日 
 

５月１５日 

 

火 

 

午前 10 時 

 

開 会 

    本会議 

        会議録署名議員の指名、会期の決定 

        諸般の報告 

       議案（上程、説明、質疑、委員会付託） 

        常任委員会 

          （市役所西庁舎 ２階第７、８会議室） 

        本会議 

        議案（委員長報告、質疑、討論採決） 

        

常任委員会委員の選任 

議会運営委員会委員の選任 

 

閉 会 

     



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成３０年５月1５日（火）午前１０時開議

第１ 会議録署名議員の指名

第　２ 会期の決定

第３ 諸般の報告

１ 議案の提出について

２ 議案説明員について

第４ 承認第１号長久手市税条例の一部を改正する条例についてから承認第３号

長久手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてまで

（議案の上程、提案者の説明、議案に対する質疑、委員会付託）

第５ 承認第１号から承認第３号まで

（委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論採決）

第６ 常任委員会委員の選任について

第７ 議会運営委員会委員の選任について

平成３０年第１回長久手市議会臨時会議事日程（第１号）



総務委員会

議案番号 件　名

承認第１号 長久手市税条例の一部を改正する条例について

承認第２号 長久手市都市計画税条例の一部を改正する条例について



教育福祉委員会

議案番号 件　名

承認第３号 長久手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について



 
 
 

議会運営委員会確認事項等（5月臨時会） 

 

１ 正副議長の辞職及び選挙 

⑴ 慣例により議案採決後、議長は辞職のあいさつをする。 

⑵ 副議長は「議長辞職の件」を日程に追加し、簡易採決で許可する。 

なお、辞職の許可は議事のため、地方自治法第１１７条により除斥(退席)する。 

⑶ 暫時休憩後、「議長の選挙」を日程に追加し、選挙する。 

⑷ 副議長についても同様とする。 

 

２ 常任委員会及び議会運営委員会委員の選任 

任期満了(１年）により、新たに選任する。 

 

３ 特別委員会委員の追加選任 

任期は事務完了までだが、辞任者がいる場合は急施を要する件として追加選任する。 

なお、辞任の許可は議事のため、地方自治法第１１７条により辞任委員は除斥する。 

 

４ 一部事務組合議会議員の追加選挙 

急施を要する件として「組合議員の追加選挙」を日程に追加する。 

※ 辞職議員は、後日「辞職願」を提出する。 

⑴ 尾三消防組合議会を除く一部事務組合議会 

任期は、「議員の任期」又は、「４年」であるが、慣例により２年で改選する。 

⑵ 尾三消防組合議会 

 任期は２年。消防広域化に伴い平成３０年４月に３人就任 

 

５ 監査委員の選任同意 

議事のため除斥する。前任者は、「辞職願」を後日提出する。 

 

６ 時間延長及び会期延長 

議長発議とするが、原則議会運営委員会、会派代表者会議、全員打合せ会などで事前

に調整する。 
 

７ 議長はじめ役員人事の調整 

副議長、新議長が取りまとめるのが慣例である。 

※ 無会派の控室は第７・８会議室とする。 

 

８ 議案審議後の説明員の出席 

従来どおり二役、参事、総務部長及び教育長とする。 

 

９ その他 

大幅な会派変更があれば議席の変更について確認する。 



１８

川合　保生

１７

加藤　和男

１６

伊藤　祐司

１５

岡崎　つよし

１４

じんの　和子

１３

さとう　ゆみ

１２

吉田　ひでき

１１

田崎　あきひさ

１０

佐野　尚人

９

青山　直道

８

山田　かずひこ

７

木村　さゆり

６

ささせ　順子

５

大島　令子

４

山田 けんたろう

３

なかじま　和代
質問席

２

林　みすず

１

上田　大

市長公室長 参事 副市長 市長 教育長 教育部長 教育部次長

市長公室次長
福祉部次長

（長寿・福祉・健
康推進担当）

福祉部長 福祉部次長 演壇 建設部長 建設部次長 消防長
監査委員事務局長

又は
会計管理者

議　場　配　席　表

変　更　前
傍　聴　席

くらし文化部次長
又は

くらし文化部相談監
くらし文化部長 総務部次長 総務部長 議長席

議会事務局長 書記



１８

川合　保生

１７

加藤　和男

１６

伊藤　祐司

１５

岡崎　つよし

１４

じんの　和子

１３

さとう　ゆみ

１２

吉田　ひでき

１１

田崎　あきひさ

１０

佐野　尚人

９

青山　直道

８

山田　かずひこ

７

木村　さゆり

６

ささせ　順子

５

大島　令子

４

山田 けんたろう

３

なかじま　和代
質問席

２

林　みすず

１

上田　大

市長公室長 参事 副市長 市長 教育長 教育部長 教育部次長

市長公室次長 福祉部次長 福祉部長
福祉部次長

（福祉施策担当）
演壇

くらし文化部
相談監又は
危機管理監

くらし文化部長
くらし文化部
次　　　　　長

監査委員事務局長

又は
会計管理者

変　更　後
傍　聴　席

建設部次長 建設部長 総務部次長 総務部長 議長席

議会事務局長 書記


